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伊東市教育委員会定例会会議録 

１ 日 時 令和７年８月２５日（月曜日） 

午後２時３０分～午後３時４５分 

２ 場 所 伊東市役所低層棟１階展望ギャラリー 

３ 出 席 者 委員 遠山 泰範（教育長職務代理者） 

  委員 辻 恵    委員 北岡 ゆうこ 

  委員 秋山 佳輝 

４ 参  与 教育部長 西川 豪紀  次長兼教育総務課長 杉山 宏生 

       教育指導課長 森田 まり  幼児教育課長 鈴木 慎一 

       生涯学習課長 山下 匡弘 

５ 事 務 局 教育総務課課長補佐 石川 貴士  主幹 藤原 真紀 

６ 会議の経過 

遠山教育長職務代理者：ただ今から伊東市教育委員会８月定例会を開会する。

議事に先立ち事務局からの報告を行う。 

 （事務局から資料確認） 

事務局：傍聴希望者が２人いるので、傍聴を許可するか職務代理者に伺う。 

遠山教育長職務代理者：２人の方からの傍聴の申し出について、傍聴を許可し

たいと思うが、いかがか。 

 （異議なし） 

遠山教育長職務代理者：承認が得られたので、傍聴を許可し、傍聴人に入室し

ていただく。 

 （傍聴人入室） 

遠山教育長職務代理者：議事に入る前に、会議の非公開について諮りたい。本

日の日程のうち、各課報告において、教育指導課から生徒指導の報告がある場

合には、伊東市教育委員会会議規則第９条により秘密会としたいと思う。賛成

の委員は挙手を願う。 

 （挙手全員） 

遠山教育長職務代理者：承認が得られたので、教育指導課から生徒指導の報告
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がある場合には秘密会とする。 

遠山教育長職務代理者：議事に入る。始めに、各委員からの報告をお願いする。 

 （報告事項なし） 

遠山教育長職務代理者：次に、議題に入る。本日、議決事項はないので、報告

事項の教報第１３号「伊東市青少年補導センター設置規則及び伊東市議会議員

等の報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例に基づくその他特別職の非常

勤職員の報酬支給規則の一部を改正する規則について」を議題とする。 

（山下生涯学習課長から資料に沿って説明） 

遠山教育長職務代理者：ただいまの説明について、意見・質問はあるか。 

 （意見・質問なし） 

遠山教育長職務代理者：報告事項を終了する。次に、その他「常任福祉文教委

員会協議会の報告について」を議題とする。 

 （山下生涯学習課長から資料に沿って説明） 

遠山教育長職務代理者：ただいまの説明について、意見・質問はあるか。 

Ｄ委員：予定工期が９月上旬から翌年２月末ごろということだが、その期間は、

夜間の使用ができないことになるのか。 

山下生涯学習課長：全ての照明を一度に取り替えるわけではないので、工事期

間中の夜間に使えないことはないが、昼間であっても、高所作業車が入るよう

な場合には、グラウンドが使えない期間もあると伺っている。 

Ａ委員：子どもにスポーツをさせている保護者と話をしていると、この酷暑だ

から夕方から夜にかけての活動に移り変わっている話も聞くので、夜に使える

形を整えていくことは大事だと思う。夜間設備が整うような見直しをしていた

だけたらと思う。 

遠山教育長職務代理者：その他、何か意見・質問はあるか。 

 （意見・質問なし） 

遠山教育長職務代理者：次に、その他「各課報告について」を議題とする。 

杉山次長兼教育総務課長：伊東市教育機関職員採用試験について、８年度採用

の幼稚園教諭については、５人募集して、７月２６日（土）２次試験の面接後、
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８月６日（水）に第５回試験委員会を実施し、選考の結果、２名の合格者を決

定し、内定を通知した。なお、これを受け、２次募集を開始し、本日から９月

１９日（金）までを募集期間としている。募集人員は３人となる。続いて、小

中学校の規模及び適正配置に関する基本方針（後期方針）（案）について、７

月３１日まで実施したパブリックコメントについては、１４人の方から８２件

の意見をいただいた。方針案に対しての具体的な意見のほか、願望的なものも

含まれているが、回答については現在、事務局で整理をしているところである。

また、当初８月中に基本方針を策定する予定でいたが、今のところ決定するに

は困難な状況にあることは、先月の定例会で報告したとおりであるが、先月の

段階では、市長が、７月中に辞職する意志を示している中での報告であったが、

辞職の意志を撤回したため今後、市議会の９月定例会により、どのような流れ

になっていくのかは今のところ不透明である。 

鈴木幼児教育課長：１点目は、伊東市幼児教育の質の向上研修を計画した。１

０月３０日に、宇佐美幼稚園を対象に、主に発達教育を専攻されている静岡大

学教育学部の田宮縁教授を講師に招き、公開保育を実施するものである。現在、

伊東市の幼児教育については、園児数の減少もあり、クラスの少人数化や少人

数に伴う複式学級編制など、どのように子どもたちの教育を組んでいくのか、

計画をしていくのか、現場職員の悩みでもあるところである。そういったとこ

ろの１つの道筋として、実際の保育を公開しながら、専門家の先生にアドバイ

スをいただくというものが今回の内容になっている。伊東市はこういった課題

の背景から、静岡大学の田宮教授、それから県こども未来課の幼児教育推進室

と連携を含め、教育指導課と幼児教育課で様々な研修を企画しているところで

ある。その第１弾として、９月１１日にも田宮先生と県と協力をして、保・

幼・小連携研修を実施していく。１０月３０日は市役所に会場を移して、田宮

教授による事後研修会ということで、今後の幼稚園・保育園・こども園化を見

据えて、共通した保育、そして小学校への接続の一助になればと考えている。

続いて、第３期伊東市子ども・子育て支援事業計画である。４月からこの計画

に基づいて進めているところである。保育園や幼稚園、また学童保育を今後５
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年間、必要なニーズに対応して、どのぐらいの見込みを持って、どのぐらい提

供をしていくのかといったことが主な計画の内容となっている。計画の策定体

制で、子ども子育て会議という審議機関がある。様々な関係者から意見をいた

だいたり、就学前児童のいる世帯や小学生児童のいる世帯を対象にアンケート

調査をしたり、就労の意向があるのか、また世帯の状況を踏まえて、将来的に

保育園へ預けたいか、そういったところの数値を出しながら、５年間の見込み

を立てた。計画としては、第３期ということで、１期、２期から５年計画を更

新したものになっているが、今回、第８章として、伊東市子どもの未来サポー

トプランという章を作った。子どもの貧困対策の推進に関する法律が施行され、

市町においても貧困対策に対する対応の計画を立てなければいけない。努力義

務の計画であるが、法律の規定に基づくプランになっている。幼児教育課、子

育て支援課、社会福祉課等が、現在の政策の中で子どもの貧困対策として立て

た計画を掲げている。広く子どもたちの生活、今後の貧困の対策を市としても、

課を横断して、連携して進めていくという位置づけになっている。 

山下生涯学習課長：特になし。 

遠山教育長職務代理者：各課の報告について、意見・質問はあるか。 

Ｄ委員：子ども食堂などいわゆる民間の協力もかなり数多く充実されている。

今後、伊東市子どもの未来サポートプランを検討いただく時には、民間の方も

かなり前向きに捉えている団体が多いから、ぜひ関心を持っていただいて、官

民一体となって一緒に取り組んでいけたらと思った。 

鈴木幼児教育課長：今回、初めて努力義務の中で、章立てができたところにな

るが、今回の計画は、あくまで市の政策を位置づけた、体系づけたものになっ

ている。今後も子ども子育て会議を開催する中で、今のような意見や官民連携

の政策がさらに広がっていくように、幼児教育課と子育て支援課と協力しなが

らやっていきたいと思う。 

Ｃ委員：旅館関係の方が子ども食堂をやられていると聞いて、当日は行けなか

ったが、実際に食事をしているところや、子どもたちが遊んでいるところなど

の動画を送ってくださった。個人の支援者の名前も、３０ぐらい書いてあって、
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たくさんの一般企業や個人の方が応援している。子どもにいろいろな食事や食

材を食べてもらいたい思いがあって、寄付していることを知ってびっくりした。

また、それに対して子どもたちが「今日の献立は何です」と発表みたいなこと

をする。そういう場があると、子どもだけのコミュニティができて、継続して

いってほしいと思う。今回、知ったのはその方だけだが、ほかにも自分のでき

る範囲で応援していったり、それが子どもの発育やコミュニティなどにうまく

影響できたらいいと感じた。 

鈴木幼児教育課長：子どもの生活支援という施策の中に、子どもの居場所作り

を全面的に市でサポートしていく考え方があり、１人の時間を過ごす子どもた

ちに対して、地域住民やボランティアなどが実施する放課後の見守り、食事の

提供、学習支援など、子どもの居場所作りの支援を推進する。その展開として、

今は子育て支援課も子ども食堂への支援なども行っている。ここで位置づけた

ものが、具体的に政策として次の計画なのか、１回必ず中間期に見直さないと

いけない計画になっている。見直しの内容としても、そういったところがさら

に充実していけばいいと思う。 

Ｂ委員：幼児教育課、子育て支援課、社会福祉課の連携がすごく大事だと思う。

やはり、単体だとそこでしか把握できない行動が、もっと重要な何かが隠れて

いたときに、ここの連携で情報が共有できて、こういうものが打ち出される。

少し読ませてもらったが、本当にわかりやすく、まとめてくれたと思った。昨

日、私が活動している子育て支援と防災のイベントを開催した。対象は子ども

だけではなく、多世代の方や買い物に来られた方など、非常にたくさんの子ど

も、親子連れが来てくれた。内容は、伊東消防署の職員にも協力してもらい、

心肺蘇生やＡＥＤの使い方と、栄養士会によって非常食の食べやすい作り方な

どを実際にやっていただいた。福祉の部分では、静岡ＤＭＡＴが来て、布担架

やダンボール担架での傷病者の運搬の仕方や、災害用のトイレを５種類ほど用

意させていただき、使い方を体験してもらうなど、自分は小さい子どもを対象

に、防災のお菓子リュックのワークショップをやった。危機対策課にも避難所

で使用する道具一式を借りられたので展示して、ダンボールベッドやエアマッ
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トの上で実際に寝てもらうなど、とにかく体験してもらう体験型のイベントに

した。子どもたちが思いのほか、どの子も一生懸命体験して話を聞いて、心肺

蘇生の胸部圧迫も汗だくになりながら、「やり方は合っているの？」「どこが

駄目なの？」と消防署の職員に一生懸命聞く子もいた。父親と一緒になって胸

部圧迫やＡＥＤの使い方を学んだり、非常食を作ったり、色々な団体が協力し

てくれたことも感謝する。子どもたちが一生懸命話を聞いて、学ぶ姿を見て感

動して、本当に涙が出た。こんなに一生懸命学んでくれるのだと、学校の中だ

けでは体験できないことなので、すごくやった意味があったと思った。私たち

大人も日々の生活で慌ただしくても、視野を広く、ちょっとした細かいことに

も気付いて、学びたいとスタッフとも話をした。とにかく子どもたちが元気に

学んでくれたこと、体験してくれたことに本当にすごく感動した。 

Ａ委員：色々なところで子どもたちが体験したり、考える機会があったりする

ことはありがたい。幼児教育課の研修の実施も、素晴らしい取り組みだと思い、

情報共有したり、一緒に学んだりする中で、見えてくることがあると思う。ぜ

ひここに限らず、色々なところで情報を共有しながら、見直す機会を大事にし

ていけたらいいと思う。 

Ａ委員：夏休み中、大きな問題などはあったか。幼児教育課も含めてだが、夏

休み中に気になった点などがあれば教えてほしい。 

森田教育指導課長：児童生徒に関する事故や、問題行動で特別に報告のあがっ

た案件は、１件もなかった。県全体では、自殺や自殺未遂、それを目的にした

家出がすごく増えていて、警鐘を鳴らされた。学校に十分に指導することや、

相談機関の案内などを子どもに直接届くように、データでも紙でも渡すことを

何度もしつこいぐらい言ったが、幸いそういう報告も今のところは１件も入っ

ていない。 

鈴木幼児教育課長：保育園は通常運営で、幼稚園も特段、事故も全くない状況

だった。 

Ａ委員：それを聞いて安心した。 

Ｃ委員：学校のエアコンは問題なく進んでいるのか。 
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杉山次長兼教育総務課長：八幡野小学校、富戸小学校、池小学校だけは入札が

ずれたが、その他の学校には、機器を設置している最中である。ただ、電気の

電力量が最終的に上がるから、配電盤の電気工事がこれから先になるので、機

械が設置されてもしばらくは使えない状態になると思う。電気工事も年内には

完成する予定である。 

Ｂ委員：伊東小学校はもう足場がとれた。 

杉山次長兼教育総務課長：閉庁日の期間もずっと業者が工事していた。子ども

に注意なくまとまって工事ができる期間は貴重である。 

Ａ委員：子どもにしても保護者にしても、学校が始まって最初のところはすご

く大事だと思う。そこのケアを充実していけるような、例えば夏休みや冬休み

など、長期間の休み明けに相談窓口ができるなど、今後そんなことも手厚くし

ていっていただけると、可能性として少しでも安心できる方が増えると思った。 

鈴木幼児教育課長：伊東市子ども・子育て支援事業計画について補足説明させ

ていただく。この計画の根本になる子どもの数は、Ｒ２からＲ６が、年度ベー

スで１年間の子どもの実績値になっている。令和６年が２０３人で、これを基

に国の手引きに沿った方法と変換率法を用いて、５年間の推計値になっている。

７年度からは２１０人、２０３人、１９９人と推移していくことが推計値とな

っているが、実際令和７年は、２１０人が１６７人になっていく。この計画は、

民間と公立の保育園や幼稚園の定員を決める数値となっており、５年間の子ど

もの推移を下回る定員にはさせないことが、基本的な考え方になっている。民

間保育園の運営費は、定員が多ければ多いほど単価が安くなるが、人数が多け

れば貰える補助金は増える。入ってくる子どもが少なくなると、単価も低く入

ってくる運営費も少なくなってしまうので、民間保育園は、今いる子の数に応

じた定員に変更したいところが、切実な思いだと思う。定員を下げたのでもう

入れないということにはさせたくないので、５年間この定員で縛って、むやみ

に定員を減らすことができないようにする。数値が現状と乖離がかなりある場

合、見直しをしないといけないところもある。手引きに沿って出した数字では

あったが、もう４０から５０の乖離がある。今年度の４月から４か月間の出生
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児童数が、平均で月１３人になっている。施設の運営にも関わってくるので、

民間の利用定員の見直しを図りつつ、全体の中で適正な数が必要ならば、場合

によっては公立保育園の再編も必要になってくると思う。民間の定員維持は絶

対必要になってくるが、その分、公立で取り合いになってしまっても、結局、

民間の運営が回っていかなくなるところもある。１年間で４０ぐらいずれると、

０歳児から５歳児で２４０人ぐらい違う。４０人のずれが１年２年経っていく

と、８０人、１２０人の乖離になってくる。それでも利用定員を維持していく

ことは、民間として運営がままならなくなってくるので、今までの待機児童を

出さないところから、地域に点在して預けたいところが、適度に適正に預けら

れる体制を作っていくことが、この５年間で急に発生するのかと思っている。

策定と同時にこの４０人ぐらいの乖離が発生していたところは、子ども子育て

会議の場で、きちんと実績値を出しながら見直しをしていく。１６０人ぐらい

になってしまうと、今の園の規模や園数などを維持する話では、なくなってく

ると思う。 

Ａ委員：そこに付随して、今の各学校の再編などにも直結してくる話だと思う。 

鈴木幼児教育課長：６年後はどんどんそうなってくる。 

Ａ委員：そちらの会議の動きを情報共有していただきたいと思う。 

遠山教育長職務代理者：ただ今の説明について、意見・質問はよろしいか。 

Ｂ委員：想定以上である。保育園もそうだが、それこそ小中学校の在り方が、

重大な問題になってくる。 

Ａ委員：結構ショッキングな数字だと思う。これも大きな情報だと思う。学校

再編の方も、今からどんどん動いていかないといけないことになると思うので、

どういう進め方がいいのか、何か展望あるか。 

杉山次長兼教育総務課長：数字の想定はあるが、地域になかなか伝わりきれて

いない。さらに６年後ぐらいまでは、はっきり分かっている実数と１０年、１

５年の想定数字の考え方が説明会をやっていても埋まらない感じはある。そこ

をどう説明しながら理解を得ていくか。本当に数だけ見れば、統廃合を進める

しかない状況だが。 
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Ｃ委員：子どもの数が減ってきている原因として、伊東で結婚する人が少なく

なっていることが前提にあるかと思った。そもそも結婚して子どもを産むカッ

プルが少なくなっていると思った。伊東に来て住んでもらえる人を増やして、

結婚して、伊東に住んでもらいたいと思う。 

Ｂ委員：私が今、関わっている事業の中でも、母親が伊東でない方はたくさん

いる。その母親たちの意見を聞くと、特に都会から来た方だと都会では、電車

もバスもたくさんあるので、車の免許がなくても全然困らない。伊東に来て、

車の免許を伊東の教習所へ取りに行きたいが、子どもの託児がない。託児があ

る三島の教習所で、免許を取っている母親が何人かいる。交通も不便で、少し

先のことを考えると、長く伊東にいることを戸惑う母親も実際いる。根本的に

変わっていかないと、結婚していく方も少なくなっていく。 

Ｃ委員：学校での、子どもの教育はすごく大事だが、そこに至るまでにファミ

リーが伊東に住みたい、伊東で子どもを育てたいと思う環境になってもらいた

い。そういうふうに思ってくれる人がたくさんいてほしい。確かに免許を持っ

ていないと不便だと感じると思う。 

鈴木幼児教育課長：計画を立てた時のアンケートで、あなたのお住まいの地区

は子育てのしやすい環境だと感じますかの回答が、感じないが１点、とても子

育てしやすいが５点だとしたら、３点が当然多い。逆に、子育てしやすいと感

じる４点と５点が２２％しかいない。どんなことを要望するかで７０％以上が

親子でも出かけやすく楽しめる場所を増やしてほしいと答えている。こういっ

たところの子育てしやすさを、市として子育て支援課と一緒に取り組んでいく

ことが、長い目で見た時の子育てのしやすさに繋がっていくと思う。 

Ｃ委員：防災イベントは、遊びながら学べたり、親も買い物しながら行けたり、

すごくいいと思った。自分が行きたいと思うぐらいだから、大人も子どもも楽

しみながら学べる場所として、興味を持ってまた来てくれると思った。 

Ａ委員：生涯学習課で、お寺の子ども会を登録させてもらっているが、いろい

ろな団体の活動を毎年更新して登録してくれている。そういうものを自分で調

べて見つける人は、数が限られると思う。年度初めなどのタイミングで、幼稚
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園や保育園、学校などで情報を提供しても、親も忙しい中で、探して見つけて

行こうということはなかなか難しいと思う。学校で夏休みの最初に、ほかの便

りと一緒に配るなどすれば、目を通して楽しそうだから参加しようということ

がある。大きいイベントだけではなく、地域でこんな体験の教室があるなども

含めて、情報提供していく形が少し充実できると、今の問題が多少、解消に近

づければと思った。 

遠山教育長職務代理者：その他、何か意見・質問はあるか。 

 （意見・質問なし） 

遠山教育長職務代理者：教育指導課の生徒指導報告については、秘密会になり、

非公開案件となるので、傍聴人は退出をお願いする。 

（傍聴人退出） 

（傍聴人退出後、秘密会として生徒指導報告がされた。） 

遠山教育長職務代理者：今後の日程について確認する。 

事務局：９月の定例会については、９月３０日（火）午後２時３０分を予定し

ている。１０月の定例会については、１０月２９日（水）を予定とする。 

遠山教育長職務代理者：以上で、伊東市教育委員会８月定例会を終了する。 

 

 

以上のとおり会議の次第を記録し、ここに署名する。 

 

教育長職務代理者  遠山 泰範 

 

委 員  村上 惠宏辻 恵 

  

 書 記  松岡 翔太石川 貴士 

 


